
お詫びと訂正 

 

弊社刊行の『最新 社会福祉士養成講座 2 高齢者福祉 第 2 版』の本文中、以下の箇所に誤りがございました。お詫びして、訂正させていた

だきます。（2025 年 3月 4日更新） 

該当頁 該当箇所 誤 正 備考 

82頁 上から 2行

目 

健康保険の保険証 医療保険加入者であることの確認 2025/03/04

更新 

90頁 側注（介護

保険事業計

画） 

上から 9～

10 行目 

p.72 参照 p.76 参照 2025/03/04

更新 

92頁 上から 3行

目 

介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業 2025/03/04

更新 

92頁 上から 11

行目 

介護予防・生活支援サービス サービス・活動事業 2025/03/04

更新 

93頁 図 4-5 

右下 

  

2025/03/04

更新 



93頁 表 4-8 

右上 

  

2025/03/04

更新 

96頁 上から 8～9

行目 

各１名の三職種が配置される（介護保険法施行規則

第 140条の 66第１号イ）。 

各１名の三職種が配置される（2024（令和６）年４

月より、配置基準は存置しつつ、市町村の判断によ

り、複数圏域の高齢者数を合算し、三職種を地域の

実情に応じて配置することが可能とされた）（介護

保険法施行規則第 140条の 66第１号イ）。 

2025/03/04

更新 

96頁 上か ら 14

行目 

総合相談支援業務 総合相談支援事業 2025/03/04

更新 

96頁 上か ら 17

行目 

権利擁護業務 権利擁護事業 2025/03/04

更新 



96頁 上か ら 20

行目 

包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2025/03/04

更新 

96頁 下から 1 行

目 

介護予防・生活支援サービス サービス・活動事業 2025/03/04

更新 

97頁の「表 4-11 地域包括支援センター業務・事業分類」を以下のように訂正させていただきます。 

下線の部分が訂正箇所となります。 

 

2025/03/04

更新 



97頁 上から 1 行

目 

介護予防・生活支援サービス サービス・活動事業 2025/03/04

更新 

97頁 上から 5 行

目 

総合相談支援業務 総合相談支援事業 2025/03/04

更新 

105 頁の「表 4-13 福祉用具購入費で買える特定福祉用具」の 6（移動用リフトのつり具の部分）の下に、以下を追加いたしま

す。 

 

2025/03/04

更新 

105 頁 下から 4～2

行目 

「固定用スロープ」「単点杖（松葉杖を除く）」「多

点杖」「歩行器（歩行車を除く）」の四つ 

「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」の三つ 2025/03/04

更新 

259 頁 下から 10～

11行目 

介護予防・生活支援サービス事業 サービス・活動事業 2025/03/04

更新 

263 頁 索引 

右段上から 

26行目 

介護予防・生活支援サービス事業……92 （削除） 2025/03/04

更新 

264 頁 索引 

中段下から

権利擁護業務……………………………96 権利擁護事業……………………………96 2025/03/04

更新 



21行目 

265 頁 索引 

左段下から

10行目 

サービス担当者会議……………………212 サービス・活動事業……………………92 

サービス担当者会議……………………212 

2025/03/04

更新 

266 頁 索引 

中段上から

15行目 

総合相談支援業務………………………96 総合相談支援事業………………………96 2025/03/04

更新 

267 頁 索引 

右段上から

23～24行目 

包括的・継続的ケアマネジメント支援 

業務……………………………………96 

包括的・継続的ケアマネジメント支援 

事業……………………………………96 

2025/03/04

更新 

 


